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A.研究目的
2019年 11 月から始まった新型コロナウ

イス感染症の世界的な流行は、人々の暮ら
しに多大なる影響を及ぼした。2020 年 5
月には、感染症の流行予防を目的とした、
「新しい行動様式」を政府の新型コロナウ
イルス感染症対策専門家会議が提言し、生
活行動の転換が求められた。この感染症予
防対策を踏まえた生活行動では「3 密」対
策と言われる、密閉・密集・密接の 3 つの
「密」を避けることが重要とされ、飲食店

においてもこの 3つの密に対する対策が行
われるようになった。飲食店における 3 密
対策と、もともとのマンパワー不足が相ま
って、飲食店での省人化・ロボット化は急
速に進み、現在では多くの飲食店でロボッ
ト配膳システムが導入されている。
ロボットによる飲食物の配膳は、人によ

る監視の目の届かない食品が、喫食フロア
の中を移動するものであり、食品防御対策
としては大きな脆弱点になると言える。食
品防御研究班では、これまでに大規模食品

研究要旨 
コロナ禍の 3 密対策や、飲食店のマンパワー不足といった要因から、ロボット配膳シス
テムは急速に普及した。しかし、食品防御という視点で見てみると、ロボット配膳シス
テムに対する食品安全の議論は、普及のペースに追い付いていない状況で、外部からの
意図的な攻撃や、客による不適切な食品の取り扱いに対して、脆弱性があると言える。
本研究では、ロボット配膳システムを輸入販売している、販売代理店に対して聞き取り
調査を行い、ロボット配膳システムの食品防御上の脆弱点を探求し、意図的な攻撃や食
品の不適切な取り扱いの防止につながるような、対策について提案するものである。本
研究をスタートとして、ロボット配膳システムにおける食品防御の在り方の方向性につ
いての検討のきっかけとして、ロボット配膳システムに向けたガイドラインの作成につ
なげるものである。
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製造工場向け、中小規模食品工場向け、運
搬・保管施設向け、調理・提供施設向け、
フードデリバリーサービス向け、様々な業
態やサービスの規模に向けて食品防御ガイ
ドラインを作成してきたが、そのガイドラ
インの中でも、食品を監視できることが食
品に対する攻撃の抑止につながる事を説明
してきた。ロボット配膳システムは、この
食品を守るための監視の目という食品防御
対策が抜け落ちている。実際に令和 7年 3
月にはロボット配膳に関する迷惑行為につ
いてネットニュース等で報道されている。 
感染症流行予防とマンパワー不足の解消

を目的に、多くの飲食店でロボット配膳シ
ステムが採用された結果、食品防御に関連
した対策を検討する前に急速に普及した現
状がある。 
本研究は、ロボット配膳システムの食品

防御上の脆弱性を抽出するために、ロボッ
ト配膳システムの国内の大手販売代理店に
対して聞き取り調査を行い、現状で考えら
れる食品防御上の対策について検討したも
のである。 

 
 
Ｂ.研究方法 
 ロボット配膳システムの大手販売代理店
である T社および U社に対して聞き取り
調査を実施し、ロボット配膳システムにお
ける食品防御対策の現状や、導入飲食店に
おける客からの悪戯対策、店舗から寄せら
れる様々な報告などを聞き取った。そし
て、現状における食品防御上の脆弱性を確
認し、考えられる現実的な対策について検
討を行った。なお、聞き取りの日時につい
ては、次に示す日程で行った。 

① 聞き取り対象 T社 
日時：2024 年 5月 14日 
相手：本社営業統括 1部 
   非接触ロボット担当 A 氏 

② 聞き取り対象 U 社  
日時：2025 年２月 12 日 
相手：水戸支店 営業担当 B 氏 

 
◆倫理的配慮 
本研究は個人が特定可能な情報の収集は

実施せず、システムの販売代理店からの聞
き取り調査をまとめたものである。また、
取り扱う情報はマスコミやインターネット
等により、すでにメディアを通じて公表さ
れた社会情報より収集を行っているため、
基本的には倫理面の配慮を必要としない。 
 
C.研究結果 
（1） ロボット配膳とは 
 ロボット配膳とは、調理施設（厨房）内
で作られた飲食物を、喫食フロアに運び出
し客に提供するまでの「食品の移動」を、
飲食店従業員に代わり、ロボットが代替し
て行うことであり、このロボットを配膳ロ
ボットと呼んでいる。広義では飲食物を違
う階層に運ぶ配膳リフトや回転寿司店の配
膳レーンもロボット配膳に該当するが、本
研究におけるロボット配膳では、ロボット
が単独で飲食物を厨房から喫食テーブルま
で運ぶことを指すこととする。 
 現状のようなロボット配膳の始まりは
2012年頃と言われており、中国において
は新奇性効果を狙った話題作りから始まっ
たとされている。その後 2016年より中国
国内での大規模な生産が始まり、同年には
ロボット配膳システム最大手の PuDu 社が
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創業した。日本においては 2018 年にミッ
ドタウン日比谷のカフェで試験導入
（SHARP 製）され、耳目を集めたのち、
新型コロナウイルス感染症パンデミックに
よって、感染症流行予防の３密対策として
注目されるようになった。2020 年焼肉チ
ェーン店である「安楽亭」が感染症対策を
目的にロボット配膳を導入し、翌 2021 年
に「すかいらーくグループ」で大規模に導
入された。著名な飲食チェーンにて配膳ロ
ボットが採用されたことをきっかけにし
て、国内では一気にロボット配膳システム
が導入されることになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2）ネコ型配膳ロボット 
 令和７年３月現在、日本国内で最も導入
されているロボット配膳システムは、中
国・深圳の Pudu 社が開発したネコ型の配
膳ロボット「BellaBot」である。今回聞き
取り調査を行った、国内の販売代理店であ
る T社・U社ともに Pudu 社の
「BellaBot」を主力商品として取り扱って
いる。 
 
 
 
 
 
 

 開発にあたっては、日本の著名なキャラ
クター「ドラえもん」および「ハローキテ
ィ」の影響を受け、フロアスタッフに代わ
るコミュニケーションツールとしての役割
を持たせるために、親しみやすいネコ型に
したと開発者がインタビューで答えてい
る。 

 
 客がロボットに触れると、言葉を発する
などの機能を搭載させ、そもそも客が自由
に触れることを前提とした設計となってい
る。 

 

 
（3） 聞き取り調査結果 Ｔ社 
 本社・営業統括 1部 非接触ロボットサ
ービス担当のＳ氏に対して、令和 6 年 5月
14 日、電話にて聞き取りを行った。輸入
代理店の本社に対する聞き取りであり、ロ
ボット配膳の全体的な方針についての聞き
取りを中心にした。 
① 御社で取り扱いを行っているロボット

配膳システムでは、食品防御対策をと
っているか？ 

Answer：食品防御に対する対策は
とれていない。現状では、フロアス
タッフに代わり、商品を運ぶことを

4-3



代替するシステムとして導入されて
おり、まだ「意図的な攻撃から安全
に食品を運ぶ」という段階には行っ
ていない。ロボットが配膳する食品
の「安全性」については導入した店
舗が責任を負うことになるため、ロ
ボット配膳の食品防御対策は、店舗
側がすべきことだと考えている。 

② 子供による配膳ロボットに対するいた
ずらなど、店舗からの報告にどの様に
対応するか？ 

Answer：大前提として現状のロボ
ット配膳は、食品防御とは考え方が
全く違う。ネコ型のロボットにして
いるのは、フロアスタッフの代替と
なるコミュニケーションツールにな
ることを目指しており、子供や来店
客が直接配膳ロボットに触ることが
前提となって作っている。触っても
らうことが前提のロボットが食品を
運ぶため、食品防御のリスクは上が
るのかもしれない。ただ、そこの管
理も店舗の責任の範囲で有り、ロボ
ット配膳システムを販売している側
が何らかの対応をするということで
はないと考えている。 

③ 店舗でのロボットに対する過激な接触
の実数把握はしているか？ 

Answer：実数の把握はできておら
ず、把握することも難しい。まず店
舗から情報が上がってこない。ロボ
ットへのいたずらや過激な接触につ
いては、店舗と来店客との間の問題
であり、販売店がかかわることの無
い問題だからである。破損等の修理
依頼があっても、それがなぜ修理に

至ったのかなど把握することは難し
い。仮に来店客のいたずらや、過激
な接触によって、故障等が発生して
いたとしても、現時点では“過激な
接触が起こらない対策をとってほし
いと”店舗側からの依頼は来ていな
い。 

④ 今後、ロボット配膳システムにおいて
食品防御対策を実施する予定はある
か？ 

Answer：店舗からの相談があれ
ば、配膳ロボットに「監視カメラ」
をつける、「カバー」を受けるとい
う対策は可能である。ただ、理解し
てほしいのは、日本の飲食店で稼働
している食品配膳ロボットのすべて
は海外メーカーが開発したものを日
本の販売代理店が提供しているので
あり、日本国内の意見は取り入れら
れにくい状況にある。ロボット配膳
システムで、食品防御対策が進むと
すれば、ロボット配膳システムを生
産している国で、なんらかの問題が
発生して、食品防御対策が必要だと
いう意識が出てきた時ではないだろ
うか。 
 

（4） 聞き取り調査結果 Ｕ社 
 水戸支店・営業課 ロボティクス担当 
●氏に対して、2月 10日に対面での聞き
取り調査を実施した。実際の導入店舗と接
点のある地方の営業店であるため、ロボッ
ト配膳導入店舗からの依頼等を中心に聞き
取っている。 
① 配膳ロボット導入店舗から、食品防御

対策に関する相談はあるか？ 
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Answer：実際にロボット配膳を導
入している飲食店の多くが、慢性的
なマンパワー不足を解消するために
ロボット配膳を導入しており、食品
を運んでくれるツールとして使用し
ている。食品防御対策まで手が回ら
ないのが実情だと思う。一つの店舗
から、いたずらや汚染から守るため
に、ロボットの食品トレイ部分にカ
バーをつけてほしいとの依頼があ
り、カーテン状のカバーを付けたこ
とはあったが、利便性が悪いとのこ
とで、結局は外した経験がある。 

② 配膳ロボットに監視カメラをつけてほ
しいなどの依頼はあったか？ 

Answer：飲食店内に複数の監視カ
メラがある店舗が多く、ロボット自
体に監視カメラをつけてほしいとい
うような依頼はない。録画データを
ワイヤレスで飛ばす方法や SD カー
ド等で記憶する方法など、いくつか
方法はあるとは思うが、後付けする
とロボットの雰囲気が変わる可能性
がある。 

③ ロボット配膳が運ぶ食品に何らかのト
ラブルがあった場合には、どのような
対策をとるか？ 

Answer：基本的には、飲食店内で
ロボットが食品を運ぶ中でのトラブ
ルは、飲食店で対応することであ
り、販売店がどうこうする問題では
ない。配膳ロボットは、人が食品を
運ぶことを機械化して代替している
ものであり、食品を監視することを
代替しているわけではないため、フ
ロアスタッフの業務すべてを代替す

ることを求められても困る。食品を
カートに乗せて運ぶ際の、カートが
自動で動いているものと考えてほし
い。 

④ ロボットを客に触らせないなどの対策
をとることは可能か？ 

Answer：ロボット配膳システムを
導入した店舗のほとんどは、マンパ
ワー不足の解消のほかに、物珍しい
という言わば「客寄せパンダ」的に
導入している。配膳ロボットのタッ
チパネルを触ってコミュニケーショ
ンをとるという行為をなくし、食品
防御のためにロボットを触らせない
という対策は不可能だと考えてい
る。食品防御対策をとるためには、
タッチパネル以外に触れることがで
きないようなことを考える必要があ
るが、そこは販売代理店ができる範
疇を超えている。 

 
（5） 聞き取りから抽出される問題点 
 海外からロボットを輸入する輸入代理店
の本社の営業担当とエンドユーザーである
飲食店に近い地方支店の営業担当の 2名の
話を聞くことができた。立場の違いから、
ロボット配膳における食品防御に関する視
点が大きく異なったが、2 名への聞き取り
調査によって、いくつかの問題点を抽出す
ることができた。 
① 触れることを前提としたロボットでの

食品防御対策の困難性 
ロボット配膳システムにおける、食

品防御上の一番の問題点は、守るべき
食品の近くを、不特定多数が触れるこ
とを前提としているところである。食
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品を運んでいる最中でも、タッチパネ
ルなどに触れることで、搭載された AI
とコミュニケーションをとることが可
能であり、この機能が飲食店の集客に
つながっている要因にもなっている。 
これまでの食品防御対策ガイドライ

ンでは、不特定多数が触れられるよう
な環境から食品を遠ざけることで、食
品を守ろうという対策が取られてき
た。そのため、食品の近くを不特定多
数が触れることを前提としていること
自体が、食品防御上の脆弱性と言え
る。食品の直ぐ近くを不特定多数が触
れるという前提自体が、ロボット配膳
システムの食品防御対策を困難にして
いる。 

② 飲食店内で発生したトラブルに対し
て、販売代理店が関与できない点 
飲食店でのロボット配膳システムのト

ラブルに関して、そのトラブル情報が飲
食店で留まってしまい、販売代理店に情
報が上がってこないことから、情報の集
約が出来ずに総合的な対策につながらな
いという問題が発生している。飲食店で
の事例を販売代理店は情報共有して、ど
のようなトラブルがどのくらいの頻度で
発生するのかを分析することで、トラブ
ルの抑止につながるはずだが、エンドユ
ーザーである飲食店から、販売代理店を
通して製造企業にトラブル情報がボトム
アップ式に流れる体制が必要である。た
だ、機械トラブル等の製造企業に問題の
ある情報ではなく、飲食店で起こった人
的な問題に関して、販売代理店まで情報
共有する妥当性については疑問が残る。 
飲食店内で発生したトラブルに対し

て、販売代理店が関与できないことが、
食品防御対策を困難にしている可能性が
ある。 
③ 省人化と人件費抑制のために導入した

ロボット配膳に、コストアップにつな
がる食品防御対策を付加できない現実 
飲食店では慢性的なマンパワー不足

が発生しており、マンパワーを確保す
るために人件費が高騰したことで、人
から機械への移行につながっていっ
た。ロボット配膳システムが急速に普
及した背景には、初期投資は必要では
あるが、長い目で見た場合に、人件費
が抑えられるというメリットが存在す
る。つまり、人材確保が困難になった
飲食店で、機械化することで、マンパ
ワー不足を解消して、なおかつ人件費
も抑制するためにロボット配膳を導入
していると言える。省人化・人件費抑
制のためにロボット配膳を導入したは
ずなのに、食品防御対策として、ロボ
ットを見守る人材を配置するというこ
とでは元も子もない。ロボットに監視
カメラをつけるなどの対策も、カメラ
のみならず、ワイヤレス通信装置や記
憶媒体などのコストが発生することに
なり、コスト削減の効果を相殺してし
まう可能性がある。そのため、ロボッ
ト配膳を導入している飲食店ではコス
トアップにつながるような食品防御対
策には躊躇してしまっている可能性が
ある。 

④ 海外企業が開発した製品であるがゆえ
の仕様変更の難しさ 
国内で導入されているロボット配膳

システムのほぼ全てが、海外企業が開
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発し、海外で生産されたものである。
そのため、日本国内で発生したトラブ
ルに対して、そのトラブル解消のため
の仕様の修正や変更につながない可能
性が大きい。海外のメーカーに対し
て、国内の飲食店の意見を取り組みな
がら、仕様変更などによって食品の安
全性を保っていけるような関係性の構
築が必要である。 

 
D.考察 
ロボット配膳システムにおいて、食品を

不適切な取り扱いから、いかに守っていく
べきだろうか。調査結果からいくつかの提
案をすることができるだろう。 
① 人の目の重要性 

国内の飲食店ではマンパワー不足や人
件費高騰の問題を解決するために、急速
にロボット配膳システムが普及していっ
た。ロボット配膳システムの普及によ
り、飲食店の喫食フロアでは省人化が起
こり、「給仕係の目」が少なくなった。
この給仕係の目は、店内のサービスが十
分に行き渡っているかを確認するだけで
はなく、客による不適切な行動を抑止す
るという役割を果たしてきた。ロボット
配膳システムの導入という省人化によっ
て、喫食フロアでのサービスは簡略化さ
れ、不適切な行動に対する監視の目がな
くなってしまっている。 
しかし、ロボット配膳システムの導入

とサービスの簡略化は、必ずしもセット
のものではない。ロボット配膳システム
の導入により、配膳業務を行わずに、喫
食フロアのサービスを専従とするスタッ
フを配置することで、食品を守るための

「人の目」を生かすことができる。 
② 人の目に代わる観察 

基本的には「人の目」による観察が重
要であることには変わりないが、人の
目に代わる観察装置もロボット配膳に
おける食品防御対策につながると考え
られる。例えば、配膳ロボットに監視
カメラを搭載することや、AI による
異常の感知システムの搭載などであ
る。これら、人の目に代わる観察装置
の導入も不適切な行為から食品を守る
ための一定の対策にはなると考えられ
る。しかし、このような人の目に代わ
る監視システムを導入している回転寿
司店等でも、トラブルは発生している
ことを認識しておく必要がある。 

③ 触れる部分と触れない部分のゾーニン
グ 
 現状のロボット配膳システムの一番
の問題点は、運ばれる食品の直ぐ近く
を不特定多数が触れることである。積
み下ろしの利便性の確保のため、食品
を配置する部分にカバーが取り付けら
れていることが少なく、食品が無防備
な状況で喫食フロア内を行き来してい
る状態である。通常触れる部分から食
品を遠ざけるという対策が一番効果的
ではあるが、配膳ロボット の大きさ
から考えてみると困難である。やは
り、カバーをする、蓋をするといった
方法で、食品を運ぶ部分と触れること
のできる部分とを明確に区別する必要
がある。 
聞き取り調査では、利便性が悪いた

めにカーテン状のカバーを外した経験
があるとの回答が得られていが、多少
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の利便性を失っても、食品の安全を守
る対策が必要であろう。回転ずしチェ
ーン店では、レーンを流れる食品のほ
とんどにカバーがつけられている。流
れている寿司を取ってすぐに食べると
いうことが出来なくなっており、利便
性は失っているが、食品を守るための
手段として、少なからず受け入れられ
ている。 

④ トラブル情報の収集と食品を守るシス
テムの開発 
 聞き取り調査の中で、気になったの
が、店舗で発生したトラブル等が、販
売代理店の耳に入っていないことであ
った。ロボット配膳システムでのトラ
ブルを、各企業・各店舗で個別に処理
しており、販売代理店や製造元に情報
の集約がなされていないことが、食品
防御対策が進まない一つの要因である
と考えられた。どのようなシチュエー
ションにおいて、どのような不適切な
行為があったのを集積していき、ロボ
ット配膳システムを導入するすべての
店舗で、類似したトラブルを防ぐため
の対策をとる必要がある。 
 トラブル情報の集積量が多ければ多
いほど、トラブルシューティングマニ
ュアルのような、個々の場面での効果
的な対応の提案につながる。そのた
め、各企業や各店舗での処理ではな
く、もっと大きな範囲での情報共有を
する必要がある。 

⑤ 海外企業に日本の食品防御の取り組み
を知ってもらう 
 日本に導入されているロボット配膳
システムのほとんどが海外メーカーに

よるものであり、日本国内での意見が
製品の仕様に反映されにくい状況には
あるが、トラブル情報の集約がなさ
れ、システムとしての改善が必要であ
ることを証明できれば、海外メーカー
であっても、国内の食品防御対策に沿
った仕様変更を行うと考えられる。そ
のためにも、ロボット配膳システムに
対する食品防御対策ガイドライン等の
作成が必要である。 
 

 E.結論 
ロボット配膳システムは、コロナ禍の

3 密対策や、飲食店のマンパワー不足と
いった要因が相まって、急速に普及し
た。そのため、ロボット配膳において
は、食品防御に関する対策が追い付いて
いないのが現状である。今後、このよう
な新奇性のあるサービスは、次から次へ
と誕生して、新しいサービスとして定着
していくはずである。 
新しいサービスには、食品防御上の脆

弱点があることを認識して、不適切な食
品の取り扱いが起こらないような対策を
とっていく必要がある。 
令和 7 年 3月 3日にウェブニュースサ

イトである「J‐CAST」にロボット配膳
システムに対する喫食客による迷惑行為
についての記事が配信された。飲食提供
の方法が多様化し、新しいシステムが次
から次へと登場する中で、食品を守る食
品防御についても、登場する新しいシス
テムに合わせて、ガイドラインのアップ
デートや問題発生の根本原因となる要因
についての検討をしていく必要がある。 
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